
 議案第３３号 

労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等

の支給に関する規則の一部を改正する規則  

上記の議案を提出する。 

  令和６年１１月２９日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 長沼 豊 

 

労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等

の支給に関する規則の一部を改正する規則 

労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支

給に関する規則（平成９年板橋区教育委員会規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条を次のように改める。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

( １ )  公務災害 法第７条第１項第１号に規定する業務災害及び同項第２号

に規定する複数業務要因災害をいう。 

( ２ )  通勤災害 法第７条第１項第３号に規定する通勤災害をいう。 

( ３ )  給付基礎日額 法第８条に規定する給付基礎日額をいう。 

 

 付 則 

この規則は、公布の日から施行する。   

 

（提案理由） 

  労働者災害補償保険法が改正されたため規則を改正する必要がある。 
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労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則 新旧対照表 

 

新 旧 

○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補

償等の支給に関する規則 

○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補

償等の支給に関する規則 

平成９年３月31日東京都板橋区規則第25号 平成９年３月31日東京都板橋区規則第25号 

第１条 略 第１条 略 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この規則において、「公務災害」、「通勤災害」及び「給付基礎日

額」とは、それぞれ法第７条第１項第１号及び第２号並びに第８条に規定

する業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。 

 (１) 公務災害 法第７条第１項第１号に規定する業務災害及び同項第２

号に規定する複数業務要因災害をいう。 

 

 (２) 通勤災害 法第７条第１項第３号に規定する通勤災害をいう。  

 (３) 給付基礎日額 法第８条に規定する給付基礎日額をいう。  

  

第３条～第８条 略 第３条～第８条 略 

  

  付則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

  

 


